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テキストボックス
　　※現場事務所等仮設建物の敷地に要する土地借り上げ料は計上しない。
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(８) 現場管理費入力基準表 

 

施工歩掛コード  施 工 単 位 式 

Ｊ１条件 

施工地域・工事場所を考慮した補

正及び大都市を考慮した補正施工

地域等区分番号入力 

（表 8.1） 

Ｊ２条件 

・当初設計は［０］又は空白 

・変更設計の場合は前設計の現場

管理費（千円単位） 

（保存してない場合に入力） 

Ｊ３条件 

積雪寒冷地域で施工時期が冬期と

なる場合は補正率（％）を入力し，

補正しない場合は，［０］又は空白

Ｊ４条件 
緊急工事の場合は［１］を入力し，

補正しない場合は，［０］又は空白

Ｊ５条件 

砂防・地すべり工事で堤体高 20ｍ

以上の場合は，［１］を入力し，補

正しない場合は，［０］又は空白 

 条件区分 

近接工事との調整を行う場合で，

現工事が補正されている場合は，

［１］を入力する。 

補正されていない場合は，［０］又

は空白 

Ｊ６条件 

近接工事との調整を行う場合で，

現工事に現場管理費率の補正があ

る場合は，現工事の合計補正値

（％）を入力。 

補正されていない場合，又は調整

しない場合は，［０］又は空白 

Ｊ７条件 
支給品として扱う桁等購入費（円）

その他の場合は［０］又は無記入

数  量 １ 

 

（注）１．Ｊ６条件の合計補正値には，砂防・地すべり工事で堤体高 20ｍ以上の場合の２％補正は含めないこと。 

２．Ｊ１条件の施工地域・工事場所を考慮した補正においては，コンクリートダム・フィルダム及び電線共同

溝工事は適用しない。また，大都市を考慮した現場管理費率の補正は，鋼橋架設工事，舗装工事，電線共同

溝工事，道路維持工事にのみ適用する。 

施 工 地 域 入力番号 

市 街 地 ① 

山間僻地又は離島 ② 

地方部で施工場所が一

般交通等の影響を受け

る場合 

③ 

地方部で施工場所が一

般交通等の影響を受け

ない場合 

④ 

大 都 市 ⑤ 

（注） 入力番号①～④は，施工地域・工事場所

を考慮した補正に適用する。 

表８．１ 施工地域等区分 
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③ 現場発生品及び支給品運搬 

１ 適 用 範 囲 

防護柵，コンクリート２次製品等の現場発生品及び支給品の積込み・荷卸し及び運搬作業に適用する。 

なお，発生（又は支給）する工種毎に直接工事費に計上する。 

 

２ 機 種 の 選 定 

現場発生品又は支給品の運搬に使用するトラックの機種は，次表より発生（又は支給）する量に合わせて選定す 

る。 

 

表２．１ 機種の選定 

機 械 名 規    格 荷台寸法（参考） 

トラック クレーン装置付 ２ｔ積  ２ｔ吊 荷台長Ｌ＝3.0ｍ 荷台幅Ｗ＝1.6ｍ 

〃 〃    ４ｔ積 2.9ｔ吊 〃 Ｌ＝3.4ｍ  〃 Ｗ＝2.0ｍ 

 

３ 施 工 歩 掛 

現場発生品又は支給品の運搬１回当りの施工歩掛は，次表による。 

 

表３．１ 運搬１回当り施工歩掛 

名   称 規   格 単位 数     量 

普 通 作 業 員  人 

 

トラック運転 ○ｔ積○ｔ吊 ｈ 

 

（注）１．運搬費は発生（又は支給）する工種毎に直接工事費として計上する。 

２．Ｌ：片道運搬距離（㎞） 

ｑ：運搬１回当り平均積載質量(ｔ) 

３．本歩掛は４ｔ積車以下の車種を標準とした場合であり，これ以上の車種を使用する場合は別途とす

る。 

４．対象とする材料は，防護柵，コンクリート２次製品等とし，現場発生品又は支給品以外の材料を運

搬する場合は別途とする。 

 

 

８ 
1.5 ×

１ 
×

２×Ｌ

30 
＋ 0.25 × ｑ 

２×Ｌ

30 
＋0.25 × ｑ 
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４ 施工単価入力基準表 

(１) 現場発生品及び支給品運搬 

 

施工歩掛コード WB010410 施 工 単 位 回 

施 工 区 分 人 力 条 件 

ト ラ ッ ク 機 種 規格番号 Ｊ１ Ｊ２ 

クレーン装置付 ２ｔ積  ２ｔ吊 01 
片道運搬距離 

(㎞) 

１回当り 

平均積載質量 

(ｔ) クレーン装置付 ４ｔ積 2.9ｔ吊 02 

 

 

５ 単 価 表 

(１) 現場発生品及び支給品運搬１回当り単価表 

 

施工歩掛コード WB010410 
 

名   称 規   格 単位 数 量 摘     要 

普 通 作 業 員  人  表 3.1 

トラック運転 ○ｔ積○ｔ吊 ｈ   〃 

諸 雑 費  式 １  

計     

 

(２) 機械運転単価表 

 

機 械 名 規   格 適用単価表 指 定 事 項 

ト ラ ッ ク 

クレーン装置付 ２ｔ積  ２ｔ吊 

 

クレーン装置付 ４ｔ積 2.9ｔ吊 

機－１  

 



 

 

第 3 章 一般管理費及び 

消 費 税 相 当 額 
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1 一般管理費等の項目及び内容………………Ⅰ- 3-①- 1 
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第３章 一般管理費等及び消費税相当額 
 

① 一般管理費等 

１ 一般管理費の項目及び内容 

(１) 役員報酬 

取締役及び監査役に対する報酬 

(２) 従業員給料手当 

本店及び支店の従業員に対する給料，諸手当及び賞与 

(３) 退職金 

退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金 

(４) 法定福利費 

本店及び支店の従業員に関する労災保険料，雇用保険料，健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負

担額 

(５) 福利厚生費 

本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽，貸与被服，医療，慶弔見舞等，福利厚生等，文化活動等に要する費

用 

(６) 修繕維持費 

建物，機械，装置等の修繕維持費，倉庫物品の管理費等 

(７) 事務用品費 

事務用消耗品費，固定資産に計上しない事務用備品費，新聞，参考図書等の購入費 

(８) 通信交通費 

通信費，交通費及び旅費 

(９) 動力，用水光熱費 

電力，水道，ガス，薪炭等の費用 

(10) 調査研究費 

技術研究，開発等の費用 

(11) 広告宣伝費 

広告，公告，宣伝に要する費用 

(12) 交際費 

本店及び支店などへの来客等の対応に要する費用 

(13) 寄付金 

(14) 地代家賃 

事務所，寮，社宅等の借地借家料 

(15) 減価償却費 

建物，車輛，機械装置，事務用備品等の減価償却額 

(16) 試験研究費償却 

新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額 

(17) 開発費償却 

新技術又は新経営組織の採用，資源の開発，市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額 

(18) 租税公課 

不動産取得税，固定資産税等の租税及び道路占用料，その他の公課 

(19) 保険料 

火災保険その他の損害保険料 

(20) 契約保証費 

契約の保証に必要な費用 

(21) 雑費 

電算等経費，社内打ち合わせ等の費用，学会及び協会活動等諸団体会費等の費用 
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２ 付 加 利 益 

(１) 法人税，都道府県民税，市町村民税等 

(２) 株主配当金 

(３) 役員賞与金 

(４) 内部留保金 

(５) 支払利息及び割引料，支払保証料その他の営業外費用 

 

３ 一般管理費等の算定 

一般管理費等は，１及び２の額の合計額とし，別表第１の工事原価ごとに求めた一般管理費等率を当該工事原価に

乗じて得た額の範囲内とする。 

なお，一般管理費等の算定上，対象とする工事原価については，「第２章 ②間接工事費 ２．共通仮設費（２）算 

定方法 1)率計算による部分 の（ニ）」及び「第２章 ②間接工事費 ２．共通仮設費（２）算定方法 5)間接工事費

等の項目別対象表」を参照のこと。 

 

４ 一般管理費等率の補正 

(１) 前払金支出割合の相違による取扱い 

前払金支出割合が 35％以下の場合の一般管理費等率は，別表第２の前払金支出割合区分ごとに定める補正係

数を３で算定した一般管理費等率に乗じて得た率とする。 

(２) 契約の保証に必要な費用の取扱い 

前払金支出割合の相違による補正までを行った値に，別表第３の補正値を加算したものを一般管理費等とす

る。 

(３) 支給品等の取扱い 

資材等を支給するときは，当該支給品費は一般管理費等算定の基礎となる工事原価に含めないものとする。 

(４) 自社製品の取扱い（プレテン桁，組立式橋梁，規格ゲート，標識等を製作専門メーカーに発注する場合）に

ついて 

自社製品であっても，他社製品と同様に一般管理費等の対象とする。 

 

別表第１                一 般 管 理 費 等 率 

（１） 前払金支出割合が 35％を超え 40％以下の場合 

工 事 原 価 500 万円以下 500 万円を超え 30 億円以下 30 億円を超えるもの 

一般管理費等率 14.38％ 一般管理費等率算定式により算出された率 7.22％ 

(２) 算定式 

［一般管理費等率算定式］ 

Ｇp＝－2.57651×LOG(Ｃp)＋31.63531（％） 

ただし，Ｇp：一般管理費等率（％） 

Ｃp：工事原価（単位円） 

（注）１．Ｇpの値は，小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。 

        ２．対象とする工事原価については，「第２章 ②間接工事費 ２．共通仮設費（２）算定方法 1)

率計算による部分 の（ニ）」及び「第２章 ②間接工事費 ２．共通仮設費（２）算定方法 5)

間接工事費等の項目別対象表」を参照のこと。 

 

別表第２              一 般 管 理 費 等 率 の 補 正 

前払金支出割合区分 0％から 5％以下 5％を超え 15％以下 15％を超え 25％以下 25％を超え 35％以下

補  正  係  数 1.05 1.04 1.03 1.01 

（注） 別表第１で求めた一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は，小数点以下第３位を四捨五入して２

位止めとする。

　　　　また、前払い金の対象とならない工事（請負金額が100万円未満の工事や伐採工事等）には、この補正は

　　　　　　適用しない。 

 

013265
長方形



別表第３

(注)　上記の契約の保証に必要な費用は、当初設計金額が 300万円以上の工事において計上するものとする。

　　　なお、変更設計の際において、請負額の増減による変更は行わないものとする。
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ケース②：発注者が金銭的保証を必要としない場合。 補正しない

補正値(％)

0.04

保　証　の　方　法

ケース①：発注者が金銭的保証を必要とする場合。（工事請負契約書第４条を採用する場合）
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② 消費税相当額 

消費税相当額の積算は次のとおりとする。 

消費税相当額は，工事価格に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額とする。 

 





 

 

第４章 随意契約方式により工事を発注する場合の間接工事費等の調整 

 

 1

① 随意契約方式により工事を発注する場合の共 

通仮設費，現場管理費，及び一般管理費等の 

調整について……………………………………Ⅰ- 4-①- 1 

1 随意契約方式により工事を発注する場合の 

調整について……………………………………Ⅰ- 4-①- 1 

2 共通仮設費の調整計算について……………Ⅰ- 4-①- 2 

3 現場管理費の調整計算方法…………………Ⅰ- 4-①- 4 

4 一般管理費等の調整計算の方法……………Ⅰ- 4-①- 4 

② 旧基準で積算した工事に改正基準 で積算した 

工事を追加する場合等 の共通仮設費，現場管 

理費及び一般管理費等の調整について………Ⅰ- 4-②- 1 

1 現場管理費の調整計算の一般式……………Ⅰ- 4-②- 1 
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3 設計変更について……………………………Ⅰ- 4-②- 1 

4 共通仮設費……………………………………Ⅰ- 4-②- 1 

 



 



第４章　随意契約方式により工事を発注する場合の間接工事費等の調整

①　随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮設費，現場管理費
　　及び一般管理費の調整について

１　随意契約方式により工事を発注する場合の調整について

　現工事の施工業者へ随意契約方式で工事を発注する場合の調整については次のとおりとする。

　なお、上記方式により工事を発注する場合を除き、間接工事費の調整は行わないものとする。

(1) 調整対象の方法

　調整の範囲や方法等については、以下のフローにより判断するものとする。

ＹＥＳ ※ダム工事，トンネル工事等

ＮＯ

 ＮＯ

ＹＥＳ

 ＹＥＳ

ＮＯ

同種  異種

同じ 異なる

表－１　工事種別

 一般土木工事，法面処理工事，グラウト工事，しゅんせつ工事，杭打工事，アスファル
 ト舗装工事，セメントコンクリート舗装工事，港湾構造物工事，海岸工事
 鋼橋上部工事，機械設備工事
 プレストレストコンクリート工事
 電気設備工事，通信設備工事，受変電設備工事
 建築工事，木造建築工事，プレハブ工事
 維持修繕工事，塗装工事
 造園工事
 さく井工事
 暖冷房衛生設備工事

※ダム工事，トンネル工事等の一体構造物（一体の構造物として完成後に機能を発揮するものに限る。）を

　分割して発注する工事については、工期の重複に関係なく、[追加工事(新たに発注する工事)]の発注時点

　での[現工事(現在実施中の工事)]及び[概成工事(既に施工済みの工事)]を対象に調整積算を行う。

※諸経費のうち「率計算部分」の調整積算は、事項以降の方法による。

※諸経費のうち「積み上げ項目」の調整積算は、実態に合わせて行う。

※他官庁の工事との調整積算は行わない。

※共同企業体（ＪＶ）と、その共同企業体の一構成員との調整積算は行わない。

※積算体系が異なる場合は、原則として調整積算は行わない。

(2) 調整の対象となる[現工事]の設計金額は、[追加工事]が発注される時点のものとし、その後[現工事]の設計

　金額に設計変更が生じた場合でも、調整対象工事の設計金額の変更は行わない額で調整するものとする。

工事の種別は同種か異種か
（表－１の工種が同じか）

追加工事の契約時点において現工事
の工期が８０％以上経過しているか

工期が重複するか

一体構造物を分割して発注する工事か

積算体系は同一か異なるか
（一般管理費等の算出基準が同じか）

Ｂ
Ｃ

Ａ

共通仮設費、現場管理費
一般管理費等の調整積算
を行う

一般管理費等の調整積算
を行う

 原則として調整積算を
 行わない

工事種別 工事請負有資格業者名簿による種別

Ｈ
Ｉ

Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
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２ 共通仮設費の調整計算について 

(１) 積上げ計算部分 

１) 運 搬 費 

実態に合わせ調整する。 

２) 事業損失防止施設費 

実態に合わせ調整する。 

３) 安 全 費 

実態に合わせ調整する。 

４) 技術管理費 

実態に合わせ調整する。 

５) 営 繕 費 

実態に合わせ調整する。 

６) その他の共通仮設費 

実態に合わせ調整する。 

(２) 率計算部分 

イ) 工種の適用 

現工事と当該追加工事で工種が異なる場合は現工事と追加工事の対象額の合計額に相当するその「主たる

工種」の率を適用する。 

(３) 調整計算の方法 

現工事と当該追加工事の共通仮設費対象額を合算したもので率を算出し，各々の共通仮設費を求め，現工事

の共通仮設費を控除したものの範囲内とする。 

調整の一般式は次のとおりとする。 

１) 調整の一般式は次のとおりとする。 

Ａ≦(Ｄ×γ1)－Ｂ×γ2 

Ａ：当該追加工事の共通仮設費 

Ｂ：現工事の対象額 

Ｄ：合算工事の対象額 

γ1：Ｄに相当する主たる工種の共通仮設費率 

γ2：Ｂに相当する現工事の工種の共通仮設費率 

ただし，前記計算の場合にあってＡが負数になる場合は零額とみなし，追加工事に関する共通仮設費

は計上しない。 

また，Ａが当該追加工事単独で積算された所要額よりも大きい場合は当該所要額とする。 

２) 補正率が適用されている場合の一般式は次のとおりとする。 

(イ) 現工事に補正があり，追加工事に補正がない場合 

補正係数が加算の場合 

Ａ≦(Ｄ×γ1＋Ｂ×β1)－Ｂ×(γ2＋β1) 

β1：現工事の補正係数 

(ロ) 現工事に補正がなく，追加工事に補正がある場合 

補正係数が加算の場合 

Ａ≦(Ｄ×γ1＋Ｃ×β2)－Ｂ×γ2 

Ｃ：当該追加工事の対象額 

β2：当該追加工事の補正係数 

(ハ) 現工事及び追加工事に補正がある場合 

補正係数が加算の場合 

Ａ≦(Ｄ×γ1＋Ｂ×β1＋Ｃ×β2)－Ｂ×(γ2＋β1) 

ただし，前記計算の場合にあってＡが負数になる場合は零額とみなし，追加工事に関する共通仮設費は

計上しない。 

また，Ａが当該追加工事単独で積算された所要額よりも大きい場合は当該所要額とする。 
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３) 除雪工事において現場事務所，労働者宿舎，倉庫を貸与する場合の共通仮設費調整計算方法 

除雪工事で現場事務所，労働者宿舎，倉庫を貸与する場合の共通仮設費の調整計算は，下記のとおりと

する。 

Ａ≦(Ｄ×β1＋Ｃ×δ1)－Ｂ×β2 

Ａ：当該追加工事の共通仮設費 

Ｂ：現工事の対象額 

Ｃ：当該追加工事の対象額 

Ｄ：合算工事の対象額 

β1＝β①・Ｓｒ①：Ｄに相当する主たる工種の除雪工事補正後の共通仮設費率（％） 

なお，除雪工事補正後の共通仮設費率の値は小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとす

る。 

β①：Ｄに相当する主たる工種の除雪工事補正前の共通仮設費率 

ただし，現工事と追加工事の除雪工事補正係数が異なる場合はＢとＣの加重平均による補正

係数とする。 

 

 

 

Ｓｒ①：（Ｂ＋Ｃ）に相当する主たる工種の除雪工事補正係数 

Ｓｒ②：Ｂに相当する現工事の工種の除雪工事補正係数 

Ｓｒ③：Ｃに相当する当該追加工事の工種の除雪工事補正係数 

なお，加重平均した除雪工事補正係数値は小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。 

β2＝β②・Ｓｒ②：Ｂに相当する現工事の工種の除雪工事補正後の共通仮設費率（％） 

なお，除雪工事補正後の共通仮設費率の値は小数点以下第３位を四捨五入して２位止めと

する。 

β②：Ｂに相当する現工事の工種の除雪工事補正前の共通仮設費率 

δ１：当該追加工事の共通仮設費補正率 

(４) イメージアップ経費（仮設関係，安全関係，営繕関係） 

１) 積上げ計算部分 

実態に合わせ調整する。 

２) 調整計算の方法（率計算部分） 

(イ) 現工事及び追加工事ともイメージアップ工事の場合 

Ａ≦Ｄ×γ1－Ｂ×γ2 

Ａ：当該追加工事のイメージアップ費 

Ｂ：現工事の対象額 

Ｄ：合算工事の対象額 

γ1：Ｄに相当するイメージアップ費率 

γ2：Ｂに相当する現工事のイメージアップ費率 

(ロ) 追加工事のみがイメージアップ工事の場合 

追加工事の単独計算 

Ｂ×Ｓｒ②＋Ｃ×Ｓｒ③ 

Ｂ＋Ｃ 
Ｓｒ①＝ 
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３ 現場管理費の調整計算の方法 

(１) 現工事と当該追加工事の純工事費を合算したもので率を算出し，各々の現場管理費を求め，現工事の現場管

理費を控除したものの範囲内とする。 

(２) 現工事と当該追加工事で工種が異なる場合は，現工事と当該追加工事の純工事費の合計額に対するその主た

る工種（それぞれ純工事費の大きい方の工種）の現場管理費率を適用する。 

(３) 調整の一般式は次のとおりとする。 

(イ) 現工事，当該追加工事とも補正がない場合 

Ａ≦(Ｄ×β1)－Ｂ×β2 

Ａ：当該追加工事の現場管理費 

Ｂ：現工事の純工事費 

Ｄ：合算工事の対象額 

β1：Ｄに相当する「主たる工種」の現場管理費率 

β2：Ｂに相当する現工事の工種の現場管理費率 

(ロ) 現工事に補正がなく，当該追加工事に補正がある場合 

Ａ≦(Ｄ×β1＋Ｃ×γ2)－Ｂ×β2 

Ｃ：当該追加工事の調整後の純工事費 

γ2：当該追加工事の現場管理費補正率 

(ハ) 現工事に補正があり，当該追加工事に補正がない場合 

Ａ≦(Ｄ×β1＋Ｂ×γ1)－Ｂ×(β2＋γ1) 

γ1：現工事の現場管理費補正率 

(ニ) 現工事及び当該追加工事に補正がある場合 

Ａ≦{Ｄ×(β1＋γ3)}－Ｂ×(β2＋γ1) 

γ3：Ｄに相当する現場管理費補正率 

Ｂ，Ｃに対するγ1，γ2が各々異なる場合は純工事費による加重平均補正率とする。 

ただし，前記計算の場合にあって，Ａが負数になる場合は零額とみなし，当該追加工事に関する現場管理費は

計上しない。 

また，Ａが当該追加工事単独で積算された所要額よりも大きい場合は当該所要額とする。 

 

４ 一般管理費等の調整計算の方法 

現工事と追加工事の工事原価を合算したもので率を算出し，各々の一般管理費を求め，現工事の一般管理費等を

控除したものの範囲内とする。 

Ａ≦(Ｄ×α1×δ1)－Ｂ×α2×δ2＋Ｃ×β 

Ａ：当該追加工事の一般管理費等 

Ｂ：現工事の工事原価（中止期間中の現場維持等の費用を含む） 

Ｃ：当該追加工事の調整後の工事原価 

Ｄ：合算工事の工事原価 

α1：Ｄに相当する一般管理費等率 

α2：Ｂに相当する現工事の一般管理費等率 

β：追加工事の契約保証に係る一般管理費等の補正値 

δ1：前払金支出割合による補正係数 

現工事と追加工事の前払金支出割合が異なる場合は，ＢとＣの加重平均による前払金支 

出割合から求めた補正係数 

δ2：現工事の前払金支出割合による補正係数 

一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は，小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。 
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② 旧基準で積算した工事に改正基準で積算した工事を追加する場合等の共通仮設費，現

場管理費及び一般管理費等の調整について 
 

１ 現場管理費の調整計算の一般式 

Ａ≦｛Ｄ×(β1＋δ)｝－Ｂ×(β2＋δ) 

Ａ：当該追加工事の現場管理費 

Ｂ：現工事の純工事費 

Ｄ：合算工事の純工事費 

β1：Ｄに相当する「主たる工種」の改正基準による現場管理費率 

β2：Ｂに相当する現工事の工種の改正基準による現場管理費率 

δ：施工地域，施工時期等による補正係数 

なお，δが現工事にあって追加工事にない場合，現工事になくて追加工事にある場合及び現工事と追加工事で 

異なる場合は，①-3-(3)に準拠するものとする。 

 

２ 一般管理費等の調整計算の一般式 

Ａ≦(Ｄ×α1×δ1)－Ｂ×α2×δ2＋Ｃ×β 

Ａ：当該追加工事の一般管理費等 

Ｂ：現工事の工事原価（中止期間中の現場維持等の費用を含む） 

Ｃ：当該追加工事の調整後の工事原価 

Ｄ：合算工事の工事原価 

α1：Ｄに相当する改正基準による一般管理費等率 

α2：Ｂに相当する改正基準による一般管理費等率 

β：追加工事の契約保証に係る一般管理費等の補正値 

δ1：当該追加工事の前払金支出割合による補正係数 

δ2：現工事の前払金支出割合による補正係数 

一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は，小数点以下第 3 位を四捨五入して２位止めとする。 

 

３ 設計変更について 

旧基準により積算した工事の設計変更は，旧基準により積算するものとする。 

 

４ 共 通 仮 設 費 

共通仮設費の積算にあたっても上記現場管理費の取扱いと同様とする。 
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第５章 数値基準 

 

① 数値基準 

 

設計書の表示単位及び数位は原則として次のとおりとする。 

 

(1)．設計表示単位及び数位は，別表に示すとおりとする。 

 

(2)．設計数量が設計表示数位に満たない場合及び，工事規模，工事内容等により，設計表示数位が不適当と判

断される場合は（小規模工事等）有効数位第１位の数量を設計表示数位とする。 

 

(3)．数値基準以外の項目について，設計表示単位及び数位を定める必要が生じたときは工事規模，工事内容及

び数値基準等を勘案して適正に定めるものとする。 

 

(4)．数量計算過程においての数量は，四捨五入とし，設計計上数量は，設計表示数位に切り捨てして求めるも

のとする。 

 

(5)．設計表示単位及び数位の適用は各細別毎を原則とし，工種・種別は１式を原則とする。 

 

(6)．契約数量は設計計上数量とする。但し工事目的物以外で，指定仮設等数量明示が必要な種目以外は１式計

上する。 

 

(7)．設計表示単位及び数位は設計図書に添付するものとする。（土質調査，測量業務関係等は除く） 

 

(8)．設計表示数位に満たない設計変更は契約変更の対象としないものとする。 

 

(9)．単価契約には設計表示単位及び数位は適用しない。 



 種　　別 細　　別
設計表示

単位
数位 備　考

 土工  掘削工  掘削（土砂）  ㎥  100  ただし1,000㎥未満は10㎥

 土工   掘削（岩）  ㎥  10  

 土工  （路体・路床）盛土工   ㎥  100  ただし1,000㎥未満は10㎥

 土工   盛土（流用,発生,採取,購入）  ㎥  100  ただし1,000㎥未満は10㎥

 土工   路体（流用,発生,採取,購入）  ㎥  100  ただし1,000㎥未満は10㎥

 土工   路床（流用,発生,採取,購入）  ㎥  100  ただし1,000㎥未満は10㎥

 土工  法面整形工  法面整形（切土,盛土部）  ㎡  10  

 土工  盛土補強工  安定シート・ネット  ㎡  1  

 土工  残土処理工  残土処理  ㎥  10  

 土工  作業土工  床掘り（土砂）  ㎥   100   ただし1,000㎥未満は10㎥

 土工   床掘り（岩）  ㎥   10   

 土工   埋戻し  ㎥   100  
 ただし 1,000㎥未満は10㎥,岩類は10
㎥

 土工  堤防天端工  天端敷砂利  ㎡   10   

 共通的工種  矢板工  鋼矢板  枚   1  

 共通的工種   可とう鋼矢板  枚   1  

 共通的工種   軽量鋼矢板  枚   1   

 共通的工種   広幅鋼矢板  枚   1   

 共通的工種   タイロッド  組   1   

 共通的工種   腹起し  ｔ   0.1   

 共通的工種   控え版  ｍ   1  

 共通的工種   中詰砂  ㎥   10   ただし100㎥未満は1㎥

 共通的工種  法枠工  法枠(現場打,プレキャスト,吹付 )  ㎡   1  

 共通的工種  吹付工  吹付(モルタル,コンクリート)   ㎡   1  

 共通的工種  法面施肥工  法面施肥  ㎡   1  

 共通的工種  植生工  種子散布  ㎡   10   

 共通的工種   芝(各種)   ㎡   10   

 共通的工種   客土吹付  ㎡   10   

 共通的工種   植生基材吹付  ㎡   10   

 共通的工種   植生マット  ㎡   10   

 共通的工種   植生シート  ㎡   10   

 共通的工種   植生筋  ㎡   10   

 共通的工種   植生穴  ㎡   10   

 共通的工種  かご工  じゃかご・ふとんかご・かご枠  ｍ   1  

 共通的工種 止杭 本 1

 共通的工種   かごマット  ㎡  1  

 共通的工種  補強土壁工  補強土壁基礎  ｍ  1  

 共通的工種   補強土壁  ㎡  1  

 共通的工種   ジオテキスタイル補強土壁  ㎡  1  

 共通的工種  軽量盛土工  軽量盛土  ㎥  1  

 共通的工種   コンクリート床版  ㎡  1  

 共通的工種   基礎コンクリート  ｍ  1  
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 種　　別 細　　別
設計表示

単位
数位 備　考

 共通的工種   壁体工  ㎡  1  

 共通的工種   裏込砕石  ㎥  1  

 共通的工種  吸出し防止工  吸出し防止材  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡

 共通的工種  泥水処理工  泥水処理  ㎥  10  

 基礎工  既製杭工  既製コンクリート杭  本  1  ただし1本当りは1ｍ

 基礎工   鋼管杭  本  1  ただし1本当りは0.5ｍ

 基礎工   Ｈ鋼杭  本  1  ただし1本当りは0.5ｍ

 基礎工   掘削土処理  ㎥  10  

 基礎工  場所打杭工  場所打杭  本  1  ただし1本当りは0.1ｍ

 基礎工   掘削土処理  ㎥  10  

 基礎工  合成杭工  合成杭  本  1  ただし1本当りは0.1ｍ

 基礎工   掘削土処理  ㎥  10  

 基礎工
ニューマチックケーソン
基礎工

 ニューマチックケーソン設備  式  1  

 基礎工   刃口金物据付  基  1  

 基礎工   沈下掘削  ㎥  10  

 基礎工   沈下促進  ｔ  0.1  

 基礎工   底スラブコンクリート  ㎥  1  

 基礎工   中埋コンクリート  ㎥  1  

 基礎工   ブローパイプバルブ調整  基  1  

 基礎工   中詰充填  ㎥  100  ただし1,000㎥未満は10㎥  

 基礎工   砂セントル  ㎥  10  ただし100㎥未満は1㎥

 基礎工   天端コンクリート用型枠・支保  ㎡  10  

 基礎工   止水壁取壊し  ㎥  1  

 基礎工  深礎工・シャフト工  巻立コンクリート  ㎡  1  

 基礎工   掘削土留  ｍ  0.1  

 基礎工   グラウト注入  ㎥  1  

 基礎工  鋼管井筒基礎工  鋼管矢板  本  1  

 基礎工   井筒内掘削  ㎥  10  

 基礎工   継手処理  本  1  

 基礎工   鋼管内掘削  ㎥  10  

 基礎工   中詰コンクリート  ㎥  1  

 基礎工   敷砂  ㎥  10  ただし100㎥未満は1㎥

 基礎工   底版コンクリート  ㎥  1  

 基礎工   杭切断  本  1  

 基礎工   鋼管矢板支保  ｔ  0.1  

 基礎工   間詰コンクリート  ㎥  1  

 基礎工   間詰コンクリート撤去  ㎥  1  

 基礎工   頂版接合  ｔ  0.1  

 石・ブロック積(張 )  石・ブロック積(張 )工  石積(張)・コンクリートブロック基礎  ｍ  1  

 石・ブロック積(張 )   各種石・ブロック積(張)  ㎡  1  

 石・ブロック積(張 )   ブロック植栽  本  1  

 石・ブロック積(張 )   天端コンクリート  ㎥  1  

 石・ブロック積(張 )   小口止コンクリート  ㎥  1  
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 種　　別 細　　別
設計表示

単位
数位 備　考

 舗装工  舗装準備工  不陸整正  ㎡   10   ただし1,000㎡未満は1㎡  

 舗装工   調整コンクリート  ㎡   10  ただし1,000㎡未満は1㎡  

 舗装工  橋面防水工  橋面防水  ㎡   10   ただし1,000㎡未満は1㎡  

 舗装工  舗装工  下層路盤  ㎡   10   ただし1,000㎡未満は1㎡  

 舗装工   上層路盤  ㎡   10   ただし1,000㎡未満は1㎡  

 舗装工    路盤   ㎡   10   ただし1,000㎡未満は1㎡  

 舗装工   フィルター層  ㎡   10   ただし1,000㎡未満は1㎡  

 舗装工    基層   ㎡   10   ただし1,000㎡未満は1㎡  

 舗装工    中間層   ㎡   10   ただし1,000㎡未満は1㎡  

 舗装工    表層   ㎡   10   ただし1,000㎡未満は1㎡  

 舗装工   セメントミルク浸透  ㎡   10   ただし1,000㎡未満は1㎡  

 舗装工   アスファルト中間層  ㎡   10   ただし1,000㎡未満は1㎡  

 舗装工   コンクリート舗装  ㎡   10  ただし1,000㎡未満は1㎡  

 舗装工   転圧コンクリート舗装  ㎡   10  ただし1,000㎡未満は1㎡  

 舗装工   縦目地  ｍ   1  

 舗装工   横目地  ｍ   1  

 舗装工   薄層カラー舗装  ㎡   10   ただし1,000㎡未満は1㎡  

舗装工 インターロッキングブロック舗装  10   ただし1,000㎡未満は1㎡  

 舗装工   特殊ブロック舗装  ㎡   10   ただし1,000㎡未満は1㎡  

 舗装工  区画線工  区画線  ｍ   10   ただし100ｍ未満は1ｍ  

 舗装工   区画線消去  ｍ   1   

 地盤改良工  路床安定処理工  安定処理  ㎡   10   ただし1,000㎡未満は1㎡  

 地盤改良工  表層安定処理  サンドマット  ㎡   10   

 地盤改良工   安定シート ・ネット  ㎡   10   

 地盤改良工   表層混合処理  ㎡  10  

 地盤改良工   置換   ㎥   100   ただし1,000㎥未満は10㎥  

 地盤改良工  置換工  置換   ㎥   100   ただし1,000㎥未満は10㎥  

 地盤改良工  サンドマット工  サンドマット  ㎡   10   

 地盤改良工   安定シート ・ネット  ㎡   10   

 地盤改良工  パイルネット工  既製コンクリート杭  本  1  

 地盤改良工   木杭  本  1  

 地盤改良工   連結鉄筋  ｔ  0.1  ただし1ｔ未満は0.01ｔ

 地盤改良工   安定シート  ㎡  10  

 地盤改良工   サンドマット  ㎡  10  

 地盤改良工  バーチカルドレーン工  サンドドレーン  本  1  

 地盤改良工   ペーパードレーン  本  1  

 地盤改良工  締固め改良工  サンドコンパクションパイル  本  1  

 地盤改良工  固結工  粉体噴射撹拌  本  1  

 地盤改良工   高圧噴射撹拌  本  1  

 地盤改良工   スラリー攪拌  本  1  

 地盤改良工   消石灰パイル  本  1  

 地盤改良工   薬液注入  本  1  

 構造物撤去工  構造物取壊し工  コンクリート構造物取壊し  ㎥  1  
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 構造物撤去工   舗装版取壊し  ㎡  10  ただし1,000㎡未満は1㎡  

 構造物撤去工   石積取壊し  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡

 構造物撤去工   コンクリートはつり  ㎡  1  ただし10㎡未満は0.1㎡

 構造物撤去工   吹付法面取壊し  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡

 構造物撤去工   鋼材切断  箇所  1  

 構造物撤去工   鋼矢板引抜  枚  1  

 構造物撤去工   Ｈ鋼杭引抜  本  1  

 構造物撤去工   コンクリートブロック撤去  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡

 構造物撤去工   根固めブロック撤去  個  1  

 構造物撤去工   殻運搬処理  ㎥  1  

 構造物撤去工   現場発生品運搬  回  1  

 構造物撤去工  道路施設撤去工  側溝・街渠撤去  ｍ  1  

 構造物撤去工   集水桝・マンホール撤去  基  1  

 構造物撤去工   蓋版撤去  枚  1  

 構造物撤去工   防護・防止柵撤去  ｍ  1  

 構造物撤去工   視線誘導標撤去  本  1  

 構造物撤去工   境界杭撤去  本  1  

 構造物撤去工   道路鋲撤去  個  1  

 構造物撤去工   車線分離標撤去  本  1  

 構造物撤去工   境界鋲撤去  枚  1  

 構造物撤去工   距離標撤去  本  1  

 構造物撤去工   横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去  ㎡  1  

 構造物撤去工   車止めポスト撤去  本  1  

 構造物撤去工   遮光フェンス撤去  ｍ  1  

 構造物撤去工   標識撤去  基  1  

 構造物撤去工   境界ブロック撤去  ｍ  1  

 構造物撤去工   道路植栽撤去  本  1  

 構造物撤去工   ケーブル配管撤去  ｍ  1  

 構造物撤去工   照明柱撤去  基  1  

 構造物撤去工  かご撤去工  じやかご撤去  ｍ  1  

 構造物撤去工   ふとんかご撤去  ｍ  1  

 構造物撤去工  落石雪害防止撤去工  落石防護柵撤去  ｍ  1  

 構造物撤去工   落石防止網(繊維網)撤去  ㎡  1  

 構造物撤去工   コンクリート平板ブロック撤去  ㎡  1  

 構造物撤去工   ノンスリップ撤去  ｍ  1  

 構造物撤去工  冬季安全施設撤去工  吹溜式防雪柵撤去  ｍ  1  

 構造物撤去工   吹払式防雪柵撤去  ｍ  1  

 構造物撤去工   スノーポール撤去  本  1  

 構造物撤去工  旧橋撤去工  鋼製高欄撤去  ｍ  1  

 構造物撤去工   舗装版・床版破砕及び撤去  ㎥  1  

 構造物撤去工   桁材撤去  ｔ  1  

 仮設工  仮設工  覆工板・敷鉄板  ㎡  1  
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 仮設工   鋼矢板  枚  1  

 仮設工   Ｈ鋼杭  本  1  

 仮設工   アンカー  本  1  

 仮設工   タイロッド  ｔ  0.1  数量契約の場合は0.1ｔ

 仮設工   切梁・腹起し  ｔ  0.1  数量契約の場合は0.1ｔ

 仮設工   横矢板  ㎡  1  

 仮設工  水替工  ポンプ排水  日  1  

 仮設工  地下水低下工  ウエルポイント  日  1  

 仮設工   デイープウェル  日  1  

 仮設工   連続壁(柱列式)  セット  1  

 仮設工  汚濁防止工  汚濁防止フェンス  ｍ  1  

 仮設工  防護施設工  発破防護柵  ㎡  10  

 仮設工  基礎ブロック（立入防止柵 ） 個  1  

 仮設工
金網（フェンス）・支柱（立入防
止柵）

ｍ 1

 仮設工 支柱設置 本 1

 仮設工  土のう工  大型土のう  袋  1  

 仮設工  足場工  手慴先行型枠組足場  掛㎡  10  

 コンクリート構造物   基礎材  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡

 コンクリート構造物   均しコンクリート  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡

 コンクリート構造物   コンクリート  ㎥  1  

 コンクリート構造物   二次コンクリート  ㎥  1  

 コンクリート構造物   鉄筋  ｔ  0.01  

 コンクリート構造物   目地材  ㎡  1  

 コンクリート構造物   止水板  ｍ  1  

 コンクリート構造物   型枠  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡

 コンクリート構造物   足場  掛㎡  10  

 コンクリート構造物   支保  空㎥  10  

 コンクリート構造物   植石張り  ㎡  1  

 コンクリート構造物   水抜パイプ  ｍ  1  

 コンクリート構造物   スリップバー  本  1  

 コンクリート構造物   防水モルタル  ㎥  1  

 コンクリート構造物   アンカーボルト  本  1  

 コンクリート構造物   有孔管  ｍ  1  

 コンクリート構造物   可撓継手  箇所  1  

 構造物  帯状構造物(小規模)工   ｍ  1
 各種ブロック(既製品共)Ｈ＝2.0ｍ未
満の擁壁類

 構造物  帯状構造物(大規模)工   ｍ  0.1  Ｈ＝2.0ｍ以上の擁壁類

 構造物  排水構造物工   ｍ  1  ただし径1ｍ以上の管渠類は0.1ｍ

 工場製作工  製作工  製作加工  ｔ  0.1  ただし1ｔ未満は0.01ｔ

 工場製作工   ボルト・ナット  組  1  

 工場製作工   スタッドジベル  本  1  

 工場製作工   バックアップ  ㎥  0.1  

 工場製作工   充填シール  ㎥  0.1  

 工場製作工   アンカーボルト  組  1  

 工場製作工  鋳造費  金属支承  個  1  
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 工場製作工   大型ゴム支承  個  1  

 工場製作工   排水桝  個  1  

 工場製作工   橋名板  枚  1  

 工場製作工   橋歴板  枚  1  

 工場製作工  工場塗装工  前処理  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡

 工場製作工   塗装(下・中・上塗 )  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡

 工場製作工   メッキ  ｔ  0.1  

 工場製品輸送工  輸送工  輸送  ｔ  0.1  ただし1ｔ未満は0.01ｔ

 工場製品輸送工   小運搬  ｔ  0.1  ただし1ｔ未満は0.01ｔ

 付属施設  縁石工  歩車道境界ブロック  ｍ  1  

 付属施設   地先境界ブロック  ｍ  1  

 付属施設   植樹ブロック  ｍ  1  

 付属施設   アスカーブ  ｍ  10  

 付属施設  集水桝・街渠桝・マンホール工 集水桝  箇所  1  (プレキャスト含む )

 付属施設   街渠桝  箇所  1  (プレキャスト含む )

 付属施設   マンホール  箇所  1  

 付属施設   蓋  枚  1  

 付属施設  路側防護柵工  ガードレール  ｍ  1  

 付属施設   ガードパイプ  ｍ  1  

 付属施設   ガードケーブル  ｍ  1  

 付属施設   ボックスビーム  ｍ  1  

 付属施設  基礎ブロック（立入防止柵 ） 個  1   

 仮設工
金網（フェンス）・支柱（立入防
止柵）

ｍ 1

 仮設工 支柱設置 本 1

 付属施設   転落(横断)防止柵  ｍ  1  

 付属施設   車止めポスト  本  1  

 付属施設  階段工  現場打階段  ㎡  1  

 付属施設   プレキャスト階段  ㎡  1  

 付属施設  境界工  境界杭  本  1  

 付属施設   境界鋲  枚  1  

 付属施設   境界(法留)壁  ｍ  1  

 付属施設  落石防護柵工  落石防護柵  ｍ  1  

 付属施設   ロープ・金網  ｍ  1  

 付属施設   支柱  本  1  

 付属施設   ステーロープ  本  1  

 付属施設  防雪柵工  防雪柵  ｍ  1  

 付属施設  雪崩予防柵工  雪崩予防柵基礎  基  1  

 付属施設   雪崩予防柵  基  1  

 付属施設   雪崩予防柵アンカー  本  1  

 付属施設  落石防止網工  ロックネット  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡

 付属施設   繊維網  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡

 付属施設  遮音壁基礎工  支柱アンカーボルト  箇所  1  

 付属施設  遮音壁本体工  遮音壁  ｍ  1  

 付属施設   外装板  ㎡  1  

 付属施設  ケーブル配管工  ケーブル配管  ｍ  1  
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 付属施設   ハンドホール  箇所  1  

 付属施設  道路付属物工  視線誘導標  本  1  

 付属施設   車線分離標  本  1  

 付属施設   距離標  本  1  

 付属施設   道路鋲  個  1  

 付属施設   アンカーボルト  本  1  

 付属施設  照明工  照明柱基礎  基  1  

 付属施設   照明柱  基  1  

 付属施設  銘板工  銘板  枚  1  

 付属施設   表示板  枚  1  

 付属施設  小型標識工  標識柱  基  1  

 付属施設   標識板  枚  1  

 付属施設  大型標識工  標識基礎  基  1  

 付属施設   片持標識柱  基  1  

 付属施設   門型標識柱  基  1  

 付属施設   標識板  枚  1  

 付属施設   着雪防止板  枚  1  

 付属施設  道路植栽工  植樹帯盛土  ㎥  100  ただし1,000㎥未満は10㎥  

 付属施設   植樹  本  1  

 付属施設   地被類植付  鉢  1  

 付属施設   支柱  箇所  1  

 付属施設   樹名板  枚  1  

 付属施設  アンカー工  アンカー  本  1  

 付属施設   アンカー (プレキャストコンクリート板)  本  1  

 付属施設   アンカー足場  空㎥  10  

 付属施設   ＰＣフレーム  枚  1  

 付属施設   鉄筋挿入  本  1  

 付属施設  点検施設工  梯子  箇所  1  

 付属施設   ステップ  本  1  

 付属施設   蓋  枚  1  

 付属施設  グラウトホール工  グラウトホール  箇所  1  

 付属施設  観測施設工  量水標  箇所  1  

 付属施設   水位計  箇所  1  

 付属施設   流量計  箇所  1  

 付属施設  燃料貯油槽工  充填砂  ㎥  10  

 河川構造物  土台基礎工  土台  ｍ  1  

 河川構造物  笠コンクリート工  笠コンクリート  ｍ  1  

 河川構造物   笠コンクリートブロック  ｍ  1  

 河川構造物  護岸付属物工  横帯コンクリート  ｍ  0.1  

 河川構造物   小口止  ｍ  0.1  

Ⅰ-5-①-8



 種　　別 細　　別
設計表示

単位
数位 備　考

 河川構造物   小口止矢板  枚  1  

 河川構造物   縦帯コンクリート  ｍ  1  

 河川構造物   巻止コンクリート  ｍ  1  

 河川構造物   平張コンクリート  ㎡  1  

 河川構造物  多自然型護岸工  木杭  本  1  

 河川構造物   巨石張(積)  ㎡  1  

 河川構造物   巨石据付  ㎡  1  

 河川構造物   雑割石張  ㎡  1  

 河川構造物   かごマット  ㎡  1  

 河川構造物   柳枝  ㎡  1  

 河川構造物   玉石階段  ㎡  1  

 河川構造物   杭柵  ｍ  1  

 河川構造物   連柴柵  ｍ  1  

 河川構造物   粗朶法覆  ㎡  1  

 河川構造物   玉石柳枝  ㎡  1  

 河川構造物   栗石粗朶  ㎡  1  

 河川構造物  覆土工  覆土  ㎥  100  ただし1,000㎥未満は10㎥  

 河川構造物  間詰工  間詰コンクリート  ㎥  1  

 河川構造物   間詰石  ㎥  1  

 河川構造物  沈床工  沈床  ㎡  1  

 河川構造物   粗朶単床  ㎡  1  

 河川構造物   粗朶柵  ｍ  1  

 河川構造物  捨石工  捨石  ㎥  1  

 河川構造物   表面均し  ㎡  10  

 河川構造物  元付工  元付  箇所  1  

 河川構造物  牛・枠工  牛  組  1  

 河川構造物   枠  組  1  

 河川構造物  杭出し水制工  杭出し水制  基  1  

 河川構造物  基礎工  現場打基礎  ｍ  1  

 河川構造物   プレキャスト基礎  ｍ  1  

 河川構造物  根固めブロック工  根固めブロック製作  個  1  

 河川構造物   根固めブロック据付  個  1  

 河川構造物   袋詰め玉石  袋  1  

 河川構造物  ブロック床版工  場所打ブロック  ㎡  1  

 河川構造物  函渠工  ＰＣ函渠  ｍ  0.1  

 河川構造物   可撓継手  箇所  1  

 河川構造物   取替式止水板  箇所  1  

 河川構造物   函渠接続  箇所  1  

 河川構造物  側壁工  裏込石  ㎥  1  

 砂防  コンクリート・鋼製堰堤本体・副 堤冠コンクリート  ㎥  1  

 砂防   水抜暗渠  ｍ  0.1  

 砂防   鋼製枠  ｔ  0.1  

 砂防   枠内中詰  ㎥  1  
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 砂防   足場  ｍ  1  

 砂防   隔壁コンクリート基礎  ㎥  1  

 砂防   均しコンクリート  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡

 砂防   残存型枠  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡

 砂防  鋼製砂防工  組立・据付  ｔ  1  

 砂防   本締め  本  1  

 砂防   アンカー  本  1  

 砂防   現場塗装  ㎡  1  

 砂防  コンクリート側壁工  均しコンクリート  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡

 砂防   水抜暗渠  ｍ  0.1  

 砂防  集排水ボーリング工  ボーリング  ｍ  0.1  

 砂防   ボーリング洗浄  ｍ  0.1  

 砂防   保孔管  ｍ  1  

 砂防   ボーリング仮設機材  式  1  

 砂防  集水井工  集水井掘削  ｍ  1  

 砂防   井戸中詰  ㎥  1  

 砂防   プレキャスト井筒  ｍ  1  

 砂防   固定基礎コンクリート  ｍ  1  

 砂防   底張コンクリート  ㎥  1  

 砂防   井戸蓋  枚  1  

 砂防  砂防ソイルセメント工  砂防ソイルセメント  ㎥  1  

 海岸
 海岸コンクリート(根固・消波)
ブロック工

 海岸コンクリート(根固・消波)
ブロック製作

 個  1  

 海岸  
 海岸コンクリート(根固・消波)
ブロック据付

 個  1  

 海岸  護岸工  裏込(砕)石  ㎥  1  

 海岸   石材  ㎥  1  

 海岸  コンクリート被覆工  コンクリート  ㎡  10  ただし1,000㎡未満は1㎡  

 海岸  捨石工  中詰石  ㎥  1  

 海岸   捨石  ㎥  1  

 海岸   捨石均し  ㎡  10  

 海岸   表面均し  ㎡  10  

 海岸  被覆石工  被覆石据付  ㎥  1  

 海岸   被覆石均し  ㎡  10  

 海岸  被覆ブロック工  被覆ブロック据付  個  1  

 海岸  矢板工  鋼矢板防食  ㎡  1  

 海岸  詰杭工  既製コンクリート杭  本  1  

 海岸   コンクリートパネル  枚  1  

 海岸   中詰石  ㎥  1  

 海岸   表面均し  ㎡  10  

 海岸  石枠工  コンクリート枠製作  個  1  

 海岸   コンクリート枠据付  個  1  

 海岸   中詰石  ㎥  1  

 海岸   捨石均し  ㎡  10  

 海岸  ケーソン・セルラー工  ケーソン等運搬・据付  個  1  
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 種　　別 細　　別
設計表示

単位
数位 備　考

 海岸   中詰砂・石  ㎥  1  

 海岸   表面均し  ㎡  10  

 浚渫工  浚渫船運転工(ポンプ浚渫船 浚渫船運転  ㎥  100  ただし1,000㎥未満は10㎥  

 浚渫工   排砂管(設備)  ｍ  1  

 浚渫工   浚渫船等機械管理費  日  1  

 浚渫工   排砂管保守  日  1  

 浚渫工  作業船及び機械運転工(ポン 中継ポンプ運転  台  1  

 浚渫工   揚錨船運転  日  1  

 浚渫工   交通船運転  日  1  

 浚渫工   警戒船運転  日  1  

 浚渫工  浚渫船運転工(グラブ浚渫船  浚渫船運転  ㎥  100  ただし1,000㎥未満は10㎥  

 浚渫工   浚渫船等機械管理費  日  1  

 浚渫工  作業船及び機械運転工(グラ 揚錨船運転  日  1  

 浚渫工   交通船運転  日  1  

 浚渫工   土運搬船運転  日  1  

 浚渫工   曳船運転  日  1  

 浚渫工   警戒船運転  日  1  

 浚渫工  バックホウ浚渫船  バックホウ浚渫船運転  ㎥  100  ただし1,000㎥未満は10㎥  

 浚渫工   繫船運転  日  1  

 浚渫工   土運船運転  日  1  

 浚渫工   浚渫土揚土  日  1  

 浚渫工  配土工  配土  日  1  

 浚渫工  浚渫土処理工  浚渫土処理  ㎥  10  

 鋼橋上部工  地組工  地組  ｔ  0.1  ただし1ｔ未満は0.01ｔ

 鋼橋上部工  床版工  床版架設  ㎡  1  

 鋼橋上部工  架設工  各種設備・基礎  式  1  

 鋼橋上部工   桁架設  ｔ  0.1  ただし1ｔ未満は0.01ｔ

 鋼橋上部工  現場継手工  本締めボルト  本  1  

 鋼橋上部工  支承工  金属支承設置  個  1  

 鋼橋上部工   大型ゴム支承設置  個  1  

 鋼橋上部工  伸縮装置工  ゴム製伸縮装置  ｍ  0.1  

 鋼橋上部工   鋼製伸縮装置  ｔ  0.1  

 鋼橋上部工   埋設ジョイント  箇所  1  

 鋼橋上部工  落橋防止装置工  落橋防止装置  箇所  1  

 鋼橋上部工  排水装置工  排水桝  箇所  1  

 鋼橋上部工   排水管  ｍ  1  

 鋼橋上部工  地覆工  場所打地覆  ｍ  1  

 鋼橋上部工   プレキャスト地覆  ｍ  1  

 鋼橋上部工  橋梁用防護柵工  橋梁用防護柵  ｍ  1  

 鋼橋上部工  橋梁用高欄工  橋梁用高欄  ｍ  1  

 鋼橋上部工  検査路工  検査路  ｔ  0.1  

 鋼橋上部工  銘板工  橋名板  枚  1  

 鋼橋上部工   橋歴板  枚  1  

Ⅰ-5-①-11



 種　　別 細　　別
設計表示

単位
数位 備　考

 歩道橋本体工  橋脚フーチング工  アンカーフレーム架設  基  1  

 歩道橋本体工   アンカーフレーム注入モルタル  基  1  

 歩道橋本体工  歩道橋架設工  歩道橋架設  ｔ  0.1  

 歩道橋本体工   橋面舗装  ㎡  10  ただし1,000㎡未満は1㎡  

 歩道橋本体工   手慴  ｍ  1  

 歩道橋本体工   高欄  ｍ  1  

 歩道橋本体工   足場  箇所  1  

 歩道橋本体工   防護  ㎡  10  

 鋼橋足場等設置工  橋梁足場工  架設足場  ㎡  10  

 鋼橋足場等設置工   床版足場  ㎡  10  

 鋼橋足場等設置工   塗装足場  ㎡  10  

 鋼橋足場等設置工   側面塗装足場  ㎡  10  

 鋼橋足場等設置工   支承設置用足場  ｍ  1  

 鋼橋足場等設置工  橋梁防護工  板張防護  ㎡  10  

 鋼橋足場等設置工   シート張防護  ㎡  10  

 鋼橋足場等設置工   ワイヤーブリッジ防護  ㎡  10  

 鋼橋足場等設置工  昇降用設備工  登り桟橋  箇所  1  

 鋼橋足場等設置工   工事用エレベーター  基  1  

 コンクリート橋上部工  桁製作工・床版・横組工  プレテンション桁製作  本  1  

 コンクリート橋上部工   ポストテンション桁製作  本  1  

 コンクリート橋上部工   プレキャストセグメント製作  本  1  

 コンクリート橋上部工   プレキャストセグメント主桁組立  本  1  

 コンクリート橋上部工   プレビーム桁製作  本  1  

 コンクリート橋上部工   機械器具損料  式  1  

 コンクリート橋上部工   ＰＣケーブル  ｍ  1  

 コンクリート橋上部工   ＰＣケーブル  ｔ  0.1  ただし1ｔ未満は0.01ｔ

 コンクリート橋上部工   ＰＣケーブル・緊張  ケーブル  1  

 コンクリート橋上部工   緊張  ケーブル  1  

 コンクリート橋上部工   ＰＣ鋼棒  ｍ  1  

 コンクリート橋上部工   ＰＣ緊張  箇所  1  

 コンクリート橋上部工   ＰＣ固定  箇所  1  

 コンクリート橋上部工   ＰＣ継手  箇所  1  

 コンクリート橋上部工   横締めケーブル  ｍ  1  

 コンクリート橋上部工   鉛直締めケーブル  ｍ  1  

 コンクリート橋上部工   横締め緊張  箇所  1  

 コンクリート橋上部工   鉛直締め緊張  箇所  1  

 コンクリート橋上部工   取付桁結合解放  回  1  

 コンクリート橋上部工   プレフレクション  回  1  

 コンクリート橋上部工   リリース  回  1  

 コンクリート橋上部工   主桁解体  主桁本  1  

 コンクリート橋上部工   桁組立  主桁本  1  

 コンクリート橋上部工   横桁取付  箇所  1  

 コンクリート橋上部工   部分プレストレス  径間  1  
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 種　　別 細　　別
設計表示

単位
数位 備　考

 コンクリート橋上部工   移動型枠  ㎡  1  

 コンクリート橋上部工   円筒型枠  ｍ  1  

 コンクリート橋上部工   主桁製作設備  式  1  

 コンクリート橋上部工  架設工  桁小運搬  本  1  

 コンクリート橋上部工   桁架設  本  1  

 コンクリート橋上部工   柱頭部仮支承  ㎡  1  

 コンクリート橋上部工   桁架設(片持架設)  基  1  

 コンクリート橋上部工   ベント基礎  式  1  

 コンクリート橋上部工   押出装置  基  1  

 コンクリート橋上部工   滑り装置  基  1  

 コンクリート橋上部工   手延べ桁  基  1  

 コンクリート橋上部工   桁架設(押出架設)  回  1  

 コンクリート橋上部工  落橋防止装置工  落橋防止装置  組  1  

 コンクリート橋上部工  架設支保工  支保工基礎  ㎡  1  

 コンクリート橋上部工   支保  空㎥  10  

 コンクリート橋上部工  支承工  ゴム支承  個  1  

 コンクリート橋上部工   金属支承設置  個  1  

 コンクリート橋上部工   変位制限装置  組  1  

 コンクリート橋上部工   ジョイントプロテクター  組  1  

 コンクリート橋上部工  橋梁付属物工  ゴム製伸縮装置  ｍ  0.1  

 コンクリート橋上部工   鋼製伸縮装置  ｔ  0.1  

 コンクリート橋上部工   埋設ジョイント  ｍ  1  

 コンクリート橋上部工   排水桝  箇所  1  

 コンクリート橋上部工   排水管  ｍ  1  

 コンクリート橋上部工   場所打地覆  ｍ  1  

 コンクリート橋上部工   プレキャスト地覆  ｍ  1  

 コンクリート橋上部工   橋梁用防護柵  ｍ  1  

 コンクリート橋上部工   橋梁用高欄  ｍ  1  

 コンクリート橋上部工   検査路  ｔ  0.1  

 コンクリート橋上部工   銘板  枚  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )  トンネル掘削工  掘削  ｍ  0.1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )  支保工  吹付  ｍ  0.1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   ロックボルト  ｍ  0.1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   鋼製支保  ｍ  0.1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   金網  ｍ  0.1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )  覆工  覆工コンクリート  ｍ  0.1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   覆工コンクリート(妻部)  箇所  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   側壁コンクリート  ｍ  0.1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   床版コンクリート  ｍ  0.1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   トンネル防水  ｍ  0.1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )  インバート工  掘削  ｍ  0.1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   インバート  ｍ  0.1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )  坑内付帯工  箱抜  箇所  1  
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 種　　別 細　　別
設計表示
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 トンネル(ＮＡＴＭ )   裏面排水  ｍ  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   湧水処理  箇所  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   中央排水  ｍ  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   横断排水  箇所  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   集水桝  箇所  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )  坑門工  斜面ボルト  本  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   坑口処理  箇所  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   型枠(セントル)  ㎡  10  

 トンネル(ＮＡＴＭ )  掘削補助工Ａ  フォアパイリング  本  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   先受け矢板  枚  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   岩盤固結  ㎥  10  ただし100㎥未満は1㎥

 トンネル(ＮＡＴＭ )   増し吹付  ㎡  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   増しロックボルト  本  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   鏡吹付  ㎡  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   鏡ロックボルト  本  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   仮インバート  ㎡  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   ミニパイプルーフ  本  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )  掘削補助工Ｂ  水抜きボーリング  本  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   垂直縫地  本  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   パイプルーフ  本  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   押え盛土  ㎥  100  ただし1,000㎥未満は10㎥  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   薬液注入  ㎥  10  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   デイープウェル  日  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   ウエルポイント  日  1  

 トンネル(ＮＡＴＭ )   トンネル仮巻きコンクリート  ｍ  1  

 トンネル(矢板 )  掘削工  掘削  ｍ  0.1  

 トンネル(矢板 )  支保工  鋼製支保  基  1  

 トンネル(矢板 )  覆工  覆工コンクリート  ｍ  0.1  

 トンネル(矢板 )   止水板  ｍ  1  

 トンネル(矢板 )   床版コンクリート  ｍ  1  

 トンネル(矢板 )   裏込注入  ㎥  1  

 トンネル(矢板 )  インバート工  掘削  ｍ  0.1  

 トンネル(矢板 )   インバート  ｍ  0.1  

 トンネル(矢板 )  坑内付帯坑  箱抜  箇所  1  

 トンネル(矢板 )   裏面排水  ｍ  1  

 トンネル(矢板 )   湧水処理  箇所  1  

 トンネル(矢板 )   中央排水  ｍ  1  

 トンネル(矢板 )   横断排水  箇所  1  

 トンネル(矢板 )   集水桝  箇所  1  

 共同溝  掘削工  掘削  ㎥  100  ただし1,000㎥未満は10㎥  

 共同溝  埋戻し工  埋戻し  ㎥  100  ただし1,000㎥未満は10㎥  

 共同溝  現場打構築工  防水  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡

 共同溝   防水保護  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡
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 種　　別 細　　別
設計表示

単位
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 共同溝   防水壁  箇所  1  

 共同溝   目地材  ㎡  1  

 共同溝   止水板  ｍ  1  

 共同溝  プレキャスト構築工  プレキャスト躯体  個  1  

 共同溝   ＰＣ鋼材  ｍ  1  

 共同溝   縦・横締め緊張  箇所  1  

 共同溝   可とう継手  箇所  1  

 共同溝   コーキング  ｍ  1  

 共同溝   シール  ｍ  1  

 共同溝  付帯設備工  グレーチング  組  1  

 共同溝   蓋  組  1  

 共同溝   排水管  ｍ  1  

 共同溝   ルーフドレーン  個  1  

 共同溝   換気防護柵  箇所  1  

 共同溝   梯子  本  1  

 共同溝   ステップ  本  1  

 共同溝   タラップ  本  1  

 共同溝   手摺  ｍ  1  

 共同溝   銘板  枚  1  

 電線共同溝  掘削工  開削掘削   ㎥   100   ただし1,000㎥未満は10㎥  

 電線共同溝  埋戻し工  埋戻し  ㎥   100   ただし1,000㎥未満は10㎥  

 電線共同溝  電線共同溝工  管路  ｍ  1  

 電線共同溝   プレキャストボックス  個  1  

 電線共同溝   蓋  枚  1  

 電線共同溝  付帯設備工  ハンドホール  箇所  1  

 植栽維持工  樹木・芝生管理工  樹木せん定  本  1  

 植栽維持工   寄植せん定  ㎡  10  

 植栽維持工   補植  本  1  

 植栽維持工   移植  本  1  

 植栽維持工   支柱  本  1  

 植栽維持工   抜根除草  ㎡  10  

 植栽維持工   樹木施肥  本  1  

 植栽維持工   寄植・芝施肥  ㎡  10  

 植栽維持工   灌水  ㎡  10  

 植栽維持工   防除  本  1  

 植栽維持工   寄植・芝薬剤散布  ㎡  10  

 植栽維持工   芝刈  ㎡  1000  ただし100,000㎡未満は100㎡  

 河川維持  河川巡視工  緊急巡視  回  1  

 河川維持  堤防除草工  除草  ㎡  1000  ただし100,000㎡未満は100㎡  

 河川維持  芝養生工  施肥  ㎡  1000  ただし100,000㎡未満は100㎡  

 河川維持   抜根  ㎡  1000  ただし100,000㎡未満は100㎡  

 河川維持  伐木除根工  伐木除根  ㎡  1000  ただし100,000㎡未満は100㎡  

 河川維持  塵芥処理工  散在塵芥収集  ㎡  1000  ただし100,000㎡未満は100㎡  
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 河川維持   堆積塵芥収集  ㎥  10  ただし100㎥未満は1㎥

 河川維持  水面清掃工  水面清掃  日  1  

 河川維持  応急処理作業  応急作業  日  1  

 道路修繕  路面切削工  路面切削  ㎡  10  ただし1,000㎡未満は1㎡  

 道路修繕  舗装打換え工  舗装版切断  ｍ  10  ただし100ｍ未満は1ｍ  

 道路修繕   舗装版破砕  ㎡  10  ただし1,000㎡未満は1㎡  

 道路修繕  切削オーバーレイ工  切削オーバーレイ  ㎡  10  ただし1,000㎡未満は1㎡  

 道路修繕  舗装打換え工・オーバーレイ  中間層  ㎡  10  ただし1,000㎡未満は1㎡  

 道路修繕  路上路盤再生工  路上路盤再生  ㎡  10  ただし1,000㎡未満は1㎡  

 道路修繕  路上表層再生工  路上表層再生  ㎡  10  ただし1,000㎡未満は1㎡  

 道路修繕
 床版補強工(鋼板接着・増
桁架設工法)

 鋼板接着  ㎡  1  

 道路修繕   クラック処理  ｍ  1  

 道路修繕   足場  ㎡  10  

 道路修繕   防護  ㎡  10  

 道路修繕   増桁架設  ｔ  0.1  ただし1ｔ未満は0.01ｔ

 道路修繕  床版増厚補強工  表面荒らし  ㎡  1  

 道路修繕  床版取替工  プレキャストＰＣ床版取替  ㎡  1  

 道路修繕   鋼製高欄取替  ｍ  1  

 道路修繕   床版運搬処理  ㎥  1  

 道路修繕  鋼桁補強工  現場溶接鋼桁補強  ｍ  1  

 道路修繕  伸縮継手工  鋼製伸縮継手補修  ｍ  0.1  

 道路修繕   埋設ジョイント補修  ｍ  0.1  

 道路修繕  鋼橋・ＰＣ支承工  支承取替  基  1  

 道路修繕  検査路工  検査路  ｔ  0.1  

 道路修繕  沓座拡幅工  チッピング  ㎡  1  ただし10㎡未満は0.1㎡

 道路修繕   削孔  孔  1  

 道路修繕   アンカーボルト挿入  本  1  

 道路修繕   鋼製沓座設置  箇所  1  

 道路修繕  排水施設工  排水桝  箇所  1  

 道路修繕   排水管  ｍ  1  

 道路修繕  横断歩道橋工  高欄・手摺  ｔ  0.1  

 道路修繕   側板  ｔ  0.1  

 道路修繕   ノンスリップ  ｍ  1  

 道路修繕  ＲＣ橋脚鋼板巻立て工  鋼板取付  ㎡  1  

 道路修繕   現場溶接  ｍ  1  

 道路修繕   定着用アンカー  本  1  

 道路修繕   円形基部補強版  段  1  

 道路修繕   根巻きコンクリート  ㎥  1  

 道路修繕  橋脚コンクリート巻立て  コンクリート削孔  箇所  1  

 道路修繕   コンクリート巻立て  ㎥  1  

 道路修繕   下地処理  ㎡  1  

 道路修繕  現場塗装工  素地調整  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡

 道路修繕   塗装(下・中・上塗 )  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡
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 種　　別 細　　別
設計表示

単位
数位 備　考

 道路修繕   張紙防止塗装  ㎡  10  ただし100㎡未満は1㎡

 道路修繕   コンクリート面清掃  ㎡  1  

 道路修繕  トンネル工  内装板  ㎡  1  

 道路修繕   裏込注入  ㎥  1  

 道路修繕   面導水  ㎡  1  

 道路修繕   線導水  ｍ  1  

 道路維持  巡視・巡回工  通常巡回  回  1  

 道路維持   緊急巡回  回  1  

 道路維持  コンクリート舗装補修工  アスファルト注入  ｔ  0.1  ただし1ｔ未満は0.01ｔ

 道路維持   舗装版目地補修  ｍ  1  

 道路維持   クラック処理  ｍ  1  

 道路維持  アスファルト舗装維持工  わだち掘れ補修  ㎡  1  

 道路維持   パッチング  ｔ  0.1  

 道路維持  付属物復旧工  ガードレール復旧  ｍ  1  

 道路維持   ガードケーブル復旧  ｍ  1  

 道路維持   ガードパイプ復旧  ｍ  1  

 道路維持   転落(横断)防止柵復旧  ｍ  1  

 道路維持   路側標識復旧  基  1  

 道路維持   標識板復旧  枚  1  

 道路維持   視線誘導標復旧  本  1  

 道路維持   距離標復旧  本  1  

 道路維持   張紙防止シート復旧  ㎡  1  

 道路維持  路面清掃工  路面清掃(機械 )  ㎞  0.1  

 道路維持   路面清掃(路肩部・人力)  ㎞  0.1  

 道路維持   路面清掃(歩道・人力)  ㎡  1  

 道路維持   路面清掃(歩道橋・地下道・人力)  ㎡  1  

 道路維持   路面清掃(中央分離帯・人力)  ㎡  1  

 道路維持  路肩整正  路肩整正(機械 )  ㎞  0.1  

 道路維持   路肩整正(人力 )  ㎡  100  

 道路維持  排水施設清掃工  側溝清掃(人力 )  ｍ  10  

 道路維持   側溝清掃(機械 )  ㎞  0.01  

 道路維持   管渠清掃  ｍ  10  

 道路維持   桝清掃  箇所  1  

 道路維持  橋梁清掃工  伸縮継手清掃  ｍ  1  

 道路維持   排水管清掃  ｍ  10  

 道路維持  道路付属物清掃工  ガードレール清掃  ㎞  0.1  

 道路維持   ガードパイプ清掃  ｍ  1  

 道路維持   トンネル照明器具清掃(機械)  ㎞  0.1  

 道路維持   トンネル照明器具清掃(人力)  灯  1  

 道路維持   視線誘導標清掃  本  1  

 道路維持   トンネル壁面清掃  ㎡  1  

 道路維持  道路除草工  除草  ㎡  1000  ただし100,000㎡未満は100㎡  

 道路維持  応急処理工  応急作業  日  1  
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 種　　別 細　　別
設計表示

単位
数位 備　考

 道路維持  冬季安全施設工  スノーポール設置・撤去  本  1  

 道路維持   防雪柵  ｍ  1  

 道路維持   落雪(せり出し)防護柵  ｍ  1  

 道路維持   防雪柵現地張出・収納  ｍ  1  

 雪寒  一般・運搬・歩道除雪  各種  時間  1  

 雪寒  凍結防止工  各種  時間  1  

 雪寒   凍結防止剤  ｔ  1  

 雪寒   凍結防止剤  ℓ  1  

 雪寒  安全処理工  雪瑕庇処理  時間  1  

 雪寒   つらら処理  時間  1  

 雪寒   人工雪崩  式  1  

 雪寒  雪道巡回工  巡回  回  1  

 雪寒  待機補償費  要員・連絡員  時間  1  

 雪寒   待機補償費  式  1  

 雪寒  保険費  除雪保険  台  1  

 雪寒  除雪機械修理工  除雪機械修理  式  1  

 電気通信   ケーブル  ｍ  10  ただし1,000ｍ未満は1ｍ  

 電気通信   電線  ｍ  10  ただし1,000ｍ未満は1ｍ  

 電気通信   電線管  ｍ  10  ただし1,000ｍ未満は1ｍ  

 機械   鋼材類  ｔ  0.01  ただし1ｔ未満は0.001ｔ
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第６章 建設機械運転労務等 
 

① 建設機械運転労務 

 

１． 適  用  職  種 

建設機械の運転・操作にかかわる職種区分は，次表のとおりとする。 

 

表１．１ 適用職種 

職 種 適 用 建 設 機 械 

特殊運転手 特殊免許，資格等を必要とする建設機械 

一般運転手 上記以外で，公道を走行する建設機械 

特殊作業員 上記以外で，公道を走行できない建設機械 

 

 

２． 労  務  歩  掛 

２－１ 運転手の労務歩掛 

機械運転１時間当り労務歩掛は，次式による。 

 

歩掛 ＝    （人／ｈ）………式 2.1 

 

（注）１．Ｔは運転日当り運転時間で請負工事機械経費積算要領第４第４項及び同第６の定めによる。 

なお，Ｔは４～７時間について適用するものとし，Ｔが４時間未満の場合は４を，７時間を

超える場合は７を使用する。 

２．運転日当り運転時間（Ｔ）は，小数第２位を四捨五入して小数第１位止めとし，機械運転１

時間当り労務歩掛は，小数第３位を四捨五入して小数第２位止めとする。 

 

１

Ｔ
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② 原動機燃料消費量 

 

１． 適 用 範 囲 

本資料は，建設工事に使用する建設機械等の燃料消費量の算出に適用する。 

 

２． 燃 料 消 費 量 

２－１ 燃料消費量の算定 

燃料消費量の算定は，請負工事機械経費積算要領による建設機械等損料算定表の種類，規格の機関出力と

次に示す時間当り燃料消費率を乗じて求める。 

 

時間当り燃料消費量＝機関出力×時間当り燃料消費率 

 

(注)１．時間当り燃料消費量の数値は，有効数字の第３位を四捨五入し，有効数字２桁とする。 

２．走行用エンジン及び作業用エンジンの双方を有する機械は，双方のエンジン出力を合計した機関

出力とする。 

３．ディーゼルパイルハンマの燃料消費率は，単位が（ ℓ ／ｈ-ｔ）（ｔ：ラム質量）なので，機関

出力に替えてラム質量を乗ずる。 

 

２－２ 時間当り燃料消費率 

時間当り燃料消費率（日常保守点検等に必要な油脂類及び消耗品等を含む）は，次表を標準とする。 
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表２．１ 運転１時間当り燃料消費率 

№ 機   械   名 規    格 
燃料消費率 

（ℓ／ｋＷ－ｈ） 
摘    要 

1 ブルドーザ  

0.175 

 

2 リッパ装置付ブルドーザ   

3 小型バックホウ   

4 バックホウ ホイール式・クローラ式  

5 クラムシェル   

6 クローラローダ   

7 ホイールローダ  0.153  

8 建設専用ダンプトラック  0.085 15ｔ以上 

9 ダンプトラック  
0.050 

 

10 トラック  クレーン付トラック含む 

11 トレーラ  0.075  

12 不整地運搬車 クローラ型 0.158  

13 クローラクレーン  0.089  

14 トラッククレーン ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型 0.044 オールテレーンクレーン含む 

15 ラフテレーンクレーン  0.103  

16 ディーゼルパイルハンマ  7.648ℓ／ｈ-ｔ ｔはラム質量 

17 バイブロハンマ 
電動式 Ｅ 0.305ｋＷｈ／ｋＷ  

油圧式・可変式 0.308  

18 杭打機(ベースマシン)  0.085  

19 杭打用ウォータジェット  
0.192 

Ｅ 0.533ｋＷｈ／ｋＷ 
 

20 油圧ハンマ  0.181  

21 油圧式鋼管圧入引抜機(ジャッキ)  
Ｅ 0.305ｋＷｈ／ｋＷ 

 

22 油圧式杭圧入引抜機  
 

0.145  

23 アースオーガ  Ｅ 0.436ｋＷｈ／ｋＷ  

24 アースオーガ中掘式 

 

0.085 ベースマシン 

25 クローラ式アースオーガ 

Ｅ 0.436ｋＷｈ／ｋＷ 装置 
26 粉体噴射攪拌機・二軸式 

27 粉体噴射攪拌機 改良材供給機 Ｅ 0.533ｋＷｈ／ｋＷ  

28 オールケーシング掘削機 

1エンジン(クローラ式) 0.181  

2エンジン(クローラ式) 0.093  

据置式 0.104  

29 マッドスクリーン  Ｅ 0.305ｋＷｈ／ｋＷ  

30 泥排水処理装置 フィルタプレス式 Ｅ 0.560ｋＷｈ／ｋＷ  

31 グラウトポンプ  0.207 
Ｅ 0.533ｋＷｈ／ｋＷ 

 

32 グラウトミキサ   

33 ボーリングマシン  
0.151 

Ｅ 0.429ｋＷｈ／ｋＷ 
 

34 
ドリルジャンボ 

レール式 
0.171 

Ｅ 0.415ｋＷｈ／ｋＷ 
 クローラ式 

 ホイール式 

35 自由断面トンネル掘削機  Ｅ 0.429ｋＷｈ／ｋＷ  

36 ＮＡＴＭ機器集じん器  Ｅ 0.700ｋＷｈ／ｋＷ  

37 コンクリート吹付機 
トンネル工事用 

Ｅ 0.466ｋＷｈ／ｋＷ 

 

38 急結剤供給装置  

39 吹付ロボット   

40 モータグレーダ  0.108 ヒータプレーナ装着型を含む 

41 スタビライザ  
0.111 

Ｅ 0.331ｋＷｈ／ｋＷ 
 

42 ロードローラ  0.108  

43 タイヤローラ  0.100  

44 振動ローラ 
ハンドガイド 0.201  

搭乗式 0.152  

45 タンパ及びランマ  
Ｇ 0.301 

 

46 振動コンパクタ   
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№ 機   械   名 規    格 
燃料消費率 

（ℓ／ｋＷ－ｈ） 
摘    要 

47 コンクリートプラント  

Ｅ 0.495ｋＷｈ／ｋＷ 

 

48 モルタルプラント   

49 ベントナイトミキサ   

50 トラックミキサ  0.059  

51 コンクリートポンプ車  0.078  

52 アスファルトフィニッシャ  0.152 加熱用燃料は含まない 

53 ディストリビュータ  0.090  

54 コンクリートスプレッダ  

0.122 

 

55 アグリゲートスプレッダ   

56 コンクリートフィニッシャ   

57 コンクリートレベラー   

58 フィニッシングスクリード   

59 コンクリートカッタ  

Ｇ 0.227 

 

60 アスファルトエンジンスプレーヤ   

61 アスファルトカーバ   

62 路面切削機  0.144  

63 廃材積込機  0.218  

64 路上表層再生機  
0.142 

 

65 路面安全溝切削機(グルーピング機械)   

66 路面ヒータ(路上表層再生機組合せ用)  0.160  

67 路面清掃車  

0.063 

 

68 ガードレール清掃車   

69 トンネル清掃車   

70 側溝清掃車  0.052  

71 排水管清掃車  

0.040 

 

72 散水車   

73 高所作業車   

74 ガードレール支柱打込機  0.051  

75 草刈車 路肩カッタ付 0.071  

76 空気圧縮機 
定置式 
可搬式 

0.189 トンネル工事は別途 

Ｅ 0.595ｋＷｈ／ｋＷ  

77 ブロア送風機(ファン)  
0.156 

Ｅ 0.681ｋＷｈ／ｋＷ 
 

78 ポンプ  0.323  

79 小型うず巻ポンプ  
Ｇ 0.495 
Ｅ 0.900ｋＷｈ／ｋＷ 

 

80 工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ)  
Ｅ 0.584ｋＷｈ／ｋＷ 

 

81 サンドポンプ   

82 発動発電機  
0.170 

Ｇ 0.436 
 

83 ウインチ  
0.108 

Ｅ 0.305ｋＷｈ／ｋＷ 
 

84 電気溶接機  
0.227 

Ｇ 0.403 
電気使用量はそれぞれの資料による

85 ベルトコンベヤ  
0.293 

Ｇ 0.512 
Ｅ 0.560ｋＷｈ／ｋＷ 

 

86 モルタル吹付機  0.191  

87 作業車  0.038  

88 ライトバン  
0.047 

Ｇ 0.047 

 

89 総輪駆動車   

90 中小型トラック   

91 マイクロバス  
0.064 

Ｇ 0.071 
 

92 草刈機 

肩掛式 Ｇ 0.581 

 遠隔操縦式 0.209 

ハンドガイド式 
0.209 

Ｇ 0.354 93 集草機  

94 動力噴霧機  
0.261 

Ｇ 0.266 
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№ 機   械   名 規    格 
燃料消費率 

（ℓ／ｋＷ－ｈ） 
摘    要 

95 バイブレータ  
Ｇ 0.347 
Ｅ 0.540ｋＷｈ／ｋＷ 

 

96 照明機 可搬式 0.638  

97 トラクタ ホイール式 0.120  

98 ポンプ式浚渫船  重油0.381  

99 引船  重油0.252  

100 除雪ドーザ ホイール 
0.133 

 

101 除雪グレーダ   

102 除雪トラック  0.077  

103 小型除雪機 ハンドガイド 
0.193 

Ｇ 0.356 
 

104 ロータリ除雪車 

クローラ29ｋＷ級 0.162  

〃  59ｋＷ級 Ｇ 0.139  

30～180ｋＷ級 0.137  

220～360ｋＷ級 0.114  

105 一車線積込除雪車  0.089  

106 凍結防止剤散布装置  0.090  

107 凍結防止剤散布車  0.050  

（注） Ｇ：ガソリン Ｅ：電力 

印のないものは軽油である。 

 

表２．２ 運転１時間当り燃料消費率 

№ 機   械   名 規    格 
燃料消費率 

（ℓ／ｋＷ－ｈ） 
摘    要 

1 レーキドーザ  

0.175  
2 トラクタ クローラ式 

3 スクレープドーザ  

4 タイヤドーザ  

5 モータスクレーパ  0.163  

6 泥上掘削機  0.175  

7 トレンチャ  0.152  

8 ダンプトラック 国産ガソリン Ｇ 0.071  

9 不整地運搬車 ホイール型 0.160  

10 シャトルカー  Ｅ 0.560ｋＷｈ／ｋＷ  

11 タワークレーン  
0.101 

Ｅ 0.305ｋＷｈ／ｋＷ 
 

12 ジブクレーン  

Ｅ 0.305ｋＷｈ／ｋＷ  

13 二本構リフト モータウインチ 

14 一本構リフト モータウインチ 

15 工事用エレベータ  

16 門型クレーン  

17 簡易ケーブルクレーン  0.108  

18 フォークリフト  0.037  

19 クローラ式サンドパイル打機  
0.085 ベースマシン 

Ｅ 0.305ｋＷｈ／ｋＷ 装置 

20 粉体噴射攪拌機 単軸式 Ｅ 0.305ｋＷｈ／ｋＷ  

21 トラック式アースオーガ  0.053  

22 
ラフテレーンクレーン装着式アースオー
ガ 

 0.103  

23 アースドリル掘削機  0.093  

24 リバースサーキュレーションドリル  Ｅ 0.426ｋＷｈ／ｋＷ 
フロント装置吊上げクレーンは杭打機
(ベースマシン)を適用 

25 杭打やぐら  Ｅ 0.305ｋＷｈ／ｋＷ  

26 サイクロン  

Ｅ 0.900ｋＷｈ／ｋＷ 

 

27 サクションポンプ   

28 圧送ポンプ   

29 安定液ミキサ  Ｅ 0.533ｋＷｈ／ｋＷ  

30 泥排水処理装置 ベルトプレス式 Ｅ 0.871ｋＷｈ／ｋＷ  

31 汚泥吸排車  0.053  
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№ 機械名 規格 
燃料消費率 

（ℓ／ｋＷ－ｈ） 
摘要 

32 
ニューマチックケーソン施工機器 
(潜函用ショベル) 

 Ｅ 0.600ｋＷｈ／ｋＷ 
 

 

33 クーリングタワー  Ｅ 0.700ｋＷｈ／ｋＷ  

34 シールド工事用機器 パワーユニット Ｅ 0.533ｋＷｈ／ｋＷ  

35 一次分離機  

Ｅ 0.900ｋＷｈ／ｋＷ 

 

36 汚水槽   

37 粘土溶解槽   

38 高分子凝集剤溶解槽   

39 スラリーポンプ   

40 インナーバイブレータ 自走式 0.122  

41 コンクリートミキサ  Ｅ 0.495ｋＷｈ／ｋＷ  

42 コンクリートポンプ  Ｅ 0.410ｋＷｈ／ｋＷ  

43 法面締固機  0.167  

44 チップスプレッダ  0.127  

45 アスファルトクッカ  0.164  

46 コンクリート横取機  0.293  

47 ジョイントクリーナ  Ｇ 0.174  

48 振動目地切機  

Ｇ 0.233 

 

49 区画線消去機 ハンドガイド機  

50 

ラインマーカ ペイント・ハンドガイド  

〃 溶融自走式 

0.068 

 

〃 ペイント・自走式  

〃 ペイント・車載式  

51 溶解槽   

52 排水性舗装機能回復車  0.063  

53 透光性遮音壁清掃車  
0.040 

 

54 歩道清掃車   

55 排水管清掃車 CNG Ｃ 0.043㎥／ｋＷ-ｈ  

56 小型多段遠心ポンプ  
Ｅ 0.900ｋＷｈ／ｋＷ 

 

57 真空ポンプ   

58 電動ホイスト  
Ｅ 0.305ｋＷｈ／ｋＷ 

 

59 チェンブロック(電動式)   

60 土砂排出機  
Ｅ 0.305ｋＷｈ／ｋＷ 

 

61 簡易やぐら   

62 両端固定式ケーブルクレーン  
Ｅ 0.305ｋＷｈ／ｋＷ 

0.108 
 

63 ムカデコンベヤ  Ｅ 0.560ｋＷｈ／ｋＷ  

64 油圧ジャッキ  Ｅ 0.533ｋＷｈ／ｋＷ  

65 コンクリート吹付機  
Ｅ 0.410ｋＷｈ／ｋＷ 

 

66 急結剤供給装置(吹付機用)   

67 種子吹付機  0.191  

68 エンジン付ミキサ  Ｇ 0.162  

69 工事用高圧洗浄機  
Ｅ 0.900ｋＷｈ／ｋＷ 
Ｇ 0.255 

 

70 薬剤散布機  0.103  

71 エレクタ  Ｅ 0.255ｋＷｈ／ｋＷ  

72 切断機  Ｅ 0.305ｋＷｈ／ｋＷ  

73 草結束機  Ｇ 0.515  

74 木材破砕機  
0.185 

 

75 自走式破砕機   

76 チェンソー  Ｇ 0.450ℓ／ｈ 左記は時間当り燃料消費量である。

77 ポンプ浚渫船  Ｅ 1.217ｋＷｈ／ｋＷ  

78 除雪ドーザ クローラ 0.166  

79 ロータリ除雪装置  0.141 
ロータリ式88kw型 ベースマシン 
(除雪ドーザ) 

（注） Ｇ：ガソリン Ｅ：電力 Ｃ：圧縮天然ガス 

印のないものは軽油である。 
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標準運転時間及び運転日当り燃料消費量 

 

工  種  名 機  械  名 消 費 量 

コンクリート工 
ジェットヒータ 

（30,100kcal/h） 
126MJ 灯油 3.6ℓ ／ｈ 

ト ン ネ ル （ Ｎ Ａ Ｔ Ｍ ） 

及び 

小 断 面 ト ン ネ ル （ Ｎ Ａ Ｔ Ｍ ）

セメントサイロ 30ｔ Ｅ  8.0kＷh 

小 断 面 ト ン ネ ル 工 

（ＮＡＴＭ） 
ずり積機 

クローラ式・バックホウ型 

コンベヤ能力 150 ㎥／ｈ 
Ｅ  27.0kＷh 

コ ン ク リ ー ト 削 孔 工 コアボーリングマシン（電動式）穿孔径φ52～250 ㎜ Ｅ  0.86kＷh 
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③ 機械運転単価表 

本資料は，各工種に使用する機械のうち，標準的な機種について単価表を示したものであり，各工種の単価表欄

の指定に基づき作成する。 

 

１． 各工種の中で特に指定していない場合，次による。 

(１) 労務歩掛は「第Ⅰ編第６章①建設機械運転労務」による。 

(２) 主燃料の種類及び数量，油脂類は「第Ⅰ編第６章②原動機燃料消費量」による。 

 

２． 各機種，規格ごとに次の事項を記入する。 

(１) 表題には，機械名を記入する。 

(２) 燃料費の規格欄には，燃料の種類を記入する。 

(３) 機械損料の規格欄には，機械の規格を記入する。 

 

機－１                     運転１時間当り単価表 

名    称 規  格 単位 数  量 摘      要 

運 転 手  ( 特 殊 )  人  第Ⅰ編第６章①建設機械運転労務による 

燃  料  費  ℓ  第Ⅰ編第６章②原動機燃料消費量による 

機  械  損  料  ｈ １  

諸  雑  費  式 １  

計     

 

機－２                     運転１時間当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

運 転 手 (特殊)  人  第Ⅰ編第６章①建設機械運転労務による 

燃  料  費  ℓ  第Ⅰ編第６章②原動機燃料消費量による 

機  械  損  料  ｈ １  

損  耗  費  〃 １  

諸  雑  費  式 １  

計     

 

機－３                     運転１時間当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

運 転 手 (特殊)  人  第Ⅰ編第６章①建設機械運転労務による 

燃  料  費  ℓ  第Ⅰ編第６章②原動機燃料消費量による 

機 械 損 料 １ (  )  ｈ １  

機 械 損 料 ２ (  )  〃 １  

諸  雑  費  式 １  

計     

（注） 機械損料の（ ）内には，機械名を記入する。 
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機－４                     運転１時間当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

運 転 手 (特殊)  人  第Ⅰ編第６章①建設機械運転労務による 

( 電  力 )  kＷh   

燃  料  費  ℓ  第Ⅰ編第６章②原動機燃料消費量による 

機 械 損 料  ｈ １  

諸  雑  費  式 １  

計     

（注） 発動発電機を電源とする場合は，電力の積算はしない。 

 

機－５                     運転１時間当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

運 転 手 (特殊)  人  第Ⅰ編第６章①建設機械運転労務による 

( 電  力 )  kＷh   

燃  料  費  ℓ  第Ⅰ編第６章②原動機燃料消費量による 

機 械 損 料 １ (  )  ｈ １  

機 械 損 料 ２ (  )  〃 １  

諸  雑  費  式 1  

計     

（注） １．機械損料の（ ）内には，機械名を記入する。 

２．発動発電機を電源とする場合は，電力の積算はしない。 

 

機－６                     運転１時間当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

運 転 手 (一般)  人  第Ⅰ編第６章①建設機械運転労務による 

燃  料  費  ℓ  第Ⅰ編第６章②原動機燃料消費量による 

機 械 損 料  ｈ １  

諸  雑  費  式 １  

計     

 

機－７                     運転１時間当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

運 転 手 (一般)  人  第Ⅰ編第６章①建設機械運転労務による 

燃  料  費  ℓ  第Ⅰ編第６章②原動機燃料消費量による 

機 械 損 料  ｈ １  

損  耗  費  〃 １  

諸  雑  費  式 １  

計     
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機－８                     運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

特 殊 作 業 員  人 １  

燃  料  費  ℓ  第Ⅰ編第６章②原動機燃料消費量による 

機 械 損 料  日 １  

諸  雑  費  式 １  

計     

 

機－９                     運転１時間当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

特 殊 作 業 員  人 １／Ｔ  

燃  料  費  ℓ  第Ⅰ編第６章②原動機燃料消費量による 

機 械 損 料  ｈ １  

諸  雑  費  式 １  

計     

（注） Ｔ：運転日当り運転時間 

 

機－10                    運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

高  級  船  員  人   

普  通  船  員  〃   

燃  料  費  ℓ  第Ⅰ編第６章②原動機燃料消費量による 

機 械 損 料  日 １  

諸  雑  費  式 １  

計     

 

機－11                    運転１時間又は１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

(  ) 船 員  人   

燃  料  費  ℓ  第Ⅰ編第６章②原動機燃料消費量による 

機 械 損 料     

諸  雑  費  式 １  

計     

（注） （ ）内は，船員の種別を記入する。 

 

機－12                    運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

燃  料  費  ℓ  第Ⅰ編第６章②原動機燃料消費量による 

機 械 損 料  日 １  

諸  雑  費  式 １  

計     

（注） 運転歩掛は，施工歩掛に含まれている。 
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機－13                    運転１時間当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

燃  料  費  ℓ  第Ⅰ編第６章②原動機燃料消費量による 

機 械 損 料  ｈ １  

諸  雑  費  式 １  

計     

（注） 運転歩掛は，施工歩掛に含まれている。 

 

機－14                    運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

( 電  力 )  kＷh   

機 械 損 料  日 １  

諸  雑  費  式 １  

計     

（注）１．発動発電機を電源とする場合は，電力の積算はしない。 

２．運転歩掛は，施工歩掛に含まれている。 

 

機－15                    運転１時間当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

( 電  力 )  kＷh   

機 械 損 料  ｈ １  

諸  雑  費  式 １  

計     

（注）１．発動発電機を電源とする場合は，電力の積算はしない。 

２．運転歩掛は，施工歩掛に含まれている。 

 

機－16                   運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

燃  料  費  ℓ   

賃  料  供用日   

諸  雑  費  式 １  

計     

（注） 運転歩掛は，施工歩掛に含まれている。 

 

機－17                   運転１時間当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

燃  料  費  ℓ  施工歩掛による 

機 械 損 料  ｈ １  

諸  雑  費  式 １  

計     

（注） 運転歩掛は，施工歩掛に含まれている。 
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機－18                   運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

運 転 手 (特殊)  人   

燃  料  費  ℓ   

機 械 損 料  供用日   

諸  雑  費  式 １  

計     

 

機－19                   運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

運 転 手 (一般)  人   

燃  料  費  ℓ   

機 械 損 料  供用日   

諸  雑  費  式 １  

計     

 

機－20                   運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

運 転 手 (特殊)  人   

( 電  力 )  kＷh   

燃  料  費  ℓ   

機 械 損 料 １ (  )  供用日   

機 械 損 料 ２ (  )  〃   

諸  雑  費  式 １  

計     

（注）１．機械損料の（ ）内には，機械名を記入する。 

２．発動発電機を電源とする場合は，電力の積算はしない。 

 

機－21                   運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

運 転 手 (特殊)  人   

( 電  力 )  kＷh   

燃  料  費  ℓ   

機  械  損  料  供用日   

諸  雑  費  式 １  

計     

（注） 発動発電機を電源とする場合は，電力の積算はしない。 

 

機－22                   運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

運 転 手 (一般)  人   

燃  料  費  ℓ   

機  械  損  料  供用日   

損  耗  費  〃   

諸  雑  費  式 １  

計     
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機－23                  運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

特 殊 作 業 員  人 １  

燃  料  費  ℓ   

機  械  損  料  供用日   

諸  雑  費  式 １  

計     

 

機－24                  運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

燃  料  費  ℓ   

機  械  損  料  供用日   

諸  雑  費  式 １  

計     

（注） 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。 

 

機－25                  運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

( 電  力 )  kＷh   

機  械  損  料  供用日   

諸  雑  費  式 １  

計     

（注）１．発動発電機を電源とする場合は，電力の積算はしない。 

２．運転歩掛は施工歩掛に含まれている。 

 

機－26                  運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

高  級  船  員  人   

普  通  船  員  〃   

燃  料  費  ℓ   

機  械  損  料  供用日   

諸  雑  費  式 １  

計     

 

機－27                  運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

燃  料  費  ℓ   

賃  料  日 １  

諸  雑  費  式 １  

計     

（注） 運転歩掛は，賃料に含まれている。 
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機－28                  運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

運 転 手 (特殊)  人   

燃  料  費  ℓ   

賃  料  供用日   

諸  雑  費  式 １  

計     

 

機－29                  運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

運 転 手 (一般)  人   

燃  料  費  ℓ   

賃  料  供用日   

諸  雑  費  式 １  

計     

 

機－30                  運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

( 電  力 )  kＷh   

賃  料  供用日   

諸  雑  費  式 １  

計     

（注）１．発動発電機を電源とする場合は，電力の積算はしない。 

２．運転歩掛は施工歩掛に含まれている。 

 

機－31                  運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

特 殊 作 業 員  人   

燃  料  費  ℓ   

賃  料  供用日   

諸  雑  費  式 １  

計     

 

機－32                  運転１日当り単価表 

名    称 規  格 単位 数 量 摘      要 

燃  料  費  ℓ   

機  械  損  料  供用日 1.4  

損  耗  費  〃 1.4  

諸  雑  費  式 １  

計     
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④ 一 般 事 項 

 

１． 建設機械運転労務 

運転手の労務歩掛の考え方 

(１) 運転手は通年雇用的な常用とみなす。 

(２) １人工は実働８時間とする。 

 

２． 指定事項における運転労務数量について 

各工種における当該機械毎の機械運転単価表において，指定事項に運転労務数量が指定されている場合は，これ

によるものとする。 

指定事項において運転労務数量が指定されていない場合は，第Ⅰ編第６章①建設機械運転労務によるものとする。 

 

３． 運転日当り運転時間（Ｔ） 

(１) 作業が標準状態である場合，運転日当り運転時間（Ｔ）は建設機械等損料算定表に示す年間標準運転時間，

年間標準運転日数等より算出した値を使用する。 

ただし，各工種における当該機械毎に運転労務数量が指定されている場合は，これによる。 

(２) 工事の施工に特別な条件がない場合，作業は標準状態と見なす。 

(３) 積上げで求めた運転日当り運転（Ｔ）と標準時間（Ｔｏ）の差がＴｏに対し±20％未満の場合には，標準状

態とみなし，標準Ｔｏを使用することができる。 

(４) 設計変更その他不可抗力等により，当初の契約条件を変更するため運転日当り運転時間（Ｔ）がいちじるし

く変更する場合（±20％以上の場合）は，運転日当り運転時間（Ｔ）を変更する。 

(５) 運転日当り運転時間（Ｔ）が４時間未満の場合，歩掛はすべてＴ＝４時間で積算し同一運転手による他の機

械の運転等を考慮する。又運転日当り運転時間（Ｔ）が７時間を超える場合も歩掛はすべてＴ＝７時間で積算

し，場合によっては２シフト制を考慮する。 

(６) 運転日当り運転時間（Ｔ）は，小数第２位を四捨五入して小数第１位止めとし，機械運転１時間当り労務歩

掛は，小数第３位を四捨五入して小数第２位止めとする。 

 

４． 運転手を計上する機械 

道路交通法に定める運転免許が必要な建設機械並びにこれと同等の機械（フィニッシャ，アスファルトプラント

等）とする。 

運転手を計上する条件を運転手（特殊）及び運転手（一般）と分類してその各々の内容を次のとおりとする。 

(１) 運転手（特殊） 

重機械（道路交通法第 84 条に規程する大型特殊免許または労働安全衛生法第 61 条第１項に規程する免許，

資格もしくは技能講習の修了を必要とし，運転及び操作に熟練を要するもの。）の運転及び操作について相当

程度の技能を有し，主として重機械を運転または操作及び整備点検，給油脂，清掃等の作業。 

(２) 運転手（一般） 

道路交通法第 84 条に規程する運転免許（大型免許，普通免許等）を有し，主として機械を運転または操作

及び整備点検，給油脂，清掃等の作業。 

(３) 特殊作業員としての取扱い 

軽機械（道路交通法第 84 条に規程する運転免許または労働安全衛生法第 61 条第１項に規程する免許，資格

もしくは技能講習の修了を必要とせず，運転及び操作に比較的熟練を要しないもの。）を運転または操作して

行う作業。 
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５． ダム工事及び大型造成工事について 

ダム工事及び大型造成工事については，機械付世話役及び助手を別途考慮する。 

 

６． 労務単価について 

単価は公共工事設計労務単価（二省単価）による。 

・世話役の単価について（6.1） 

機械付世話役単価は一般土木世話役の労務単価とする。 

・助手の単価（58.2） 

助手の単価は普通作業員の単価とする。 

・機械工の単価（58.2） 

機械工の単価は溶接工の単価とする。 

 

７． 歩掛について 

(１) 損料との関係 

１) 機械の供用日数，運転時間の定義等についてはすべて「請負工事機械経費積算要領」によるものとする。 

２) 時間当り損料 労務歩掛積算要領表（表－１） 

 

８． 運転手職種別の対象機械 

運転手職種別の対象機械は，表－２のとおりとする。 
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表－1 時間当り損料 労務歩掛積算要領表 

施 工 条 件 時間当り損料(円／ｈ) 労 務 歩 掛(人／ｈ) 摘  要 

(1) 稼働状態が標準の 

場合 

損料＝損料表(13)欄 ４≦Ｔ≦７ではＴ 

Ｔ＜４の場合はＴ＝４ 

７＜Ｔの場合はＴ＝７ 

として，標準歩掛の式 2.1 による。 

Ｔは機種により一定 

 

(2) 稼働状態が標準と

異なる場合 

損料＝損料表(9)欄 

＋損料表(11)欄／ｔ 

ｔ：供用日当り運転時間

(積上げにて積算) 

小数第２位を四捨五入

して小数第１位止め 

(1)に同じ 

４≦Ｔ≦７では損料Ｔ

と歩掛Ｔは一致する。

 

Ｔ＜４，７＜Ｔでは損

料Ｔと歩掛は一致しな

い。 

(3) 特に作業条件が標

準と異なる場合 

(ハードワーク等) 

損料＝損料表(9)欄 

×(1±α)損料表 

＋(11)欄／ｔ 

(1)(2)に同じ 算定表の割増率を使用

(4) 積雪寒冷地で使用

する場合 

損料＝損料表(9)欄 

＋損料表(11)欄 

×β／ｔ 

(1)(2)に同じ 算定表の割増率を使用

 

Ｔ＝ 
損料表(3)欄

損料表(4)欄
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